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令和元年度 土木部 ３号補正予算概要

●令和元年台風第１９号からの復旧関連経費

○被災した公共土木施設について、早期復旧に向けた測量設計等を実施

○被災した公共土木施設の復旧工事

○台風第１９号により発生した流木や土砂等の早急な撤去を実施

公共事業 計 １４１億８，３４４万円

一般事業 計 ７，３８０万円

合計 １４２億５，７２４万円

補正予算の規模

１ 令和元年台風第１９号に
より被災した公共土木施設
について、緊急に復旧等を
行うために必要な経費の補
正を行いました。

補正予算の概要

主な事業内容

P.1

P.2



事業の概要

福島県土木部

○令和元年台風第１９号により被災した河川堤防や道路施設、県営住宅等の公共土木施設等について、
応急対策工事等を実施します。

１

【事業の概要】

土木部 ３号補正予算

被災した公共土木施設等の復旧工事を行います。

※この資料に関する問い合わせ先：河川整備課 主幹兼副課長 芳賀 （ 電話024-521-7644 県庁内線3585 ）
道路管理課 主幹兼副課長 野地 （ 電話024-521-7468 県庁内線3564 ）
下水道課 主幹兼副課長 鈴木 （ 電話024-521-7513 県庁内線3656 ）
港湾課 主幹 木下 （ 電話024-521-7498 県庁内線3622 ）
砂防課 主幹兼副課長 近内 （ 電話024-521-7491 県庁内線3611 ）
建築住宅課 主幹 加藤（賢）（ 電話024-521-8634 県庁内線5345 ）

◇公共災害復旧費（補正額6,159百万円）・漁港公共災害復旧費（補正額296百万円）

・緊急砂防等災害関連費（補正額4百万円） ・県営住宅災害復旧事業（補正額1,740百万円）

[事業箇所]
○事業箇所：夏井川（いわき市）外
補 正 額：８，１９９百万円

夏井川（いわき市平下平窪地内）

壁沢団地（川俣町舘地内 外）国道２８８号（三春町大字上舞木地内）

県北浄化センター（国見町大字徳江地内）



事業の概要

福島県土木部

○令和元年台風第１９号により河川や道路などに流出した流木や土砂を早急に撤去するとともに、
危険箇所へのバリケード設置などの安全対策を実施します。

２

【事業の概要】

土木部 ３号補正予算

台風第１９号により発生した流木や土砂等の早急な撤去を実施。

※この資料に関する問い合わせ先：道路管理課 主幹兼副課長 野地 （ 電話024-521-7468 県庁内線3564 ）
河川整備課 主幹兼副課長 芳賀 （ 電話024-521-7644 県庁内線3585 ）
港湾課 主幹 木下 （ 電話024-521-7498 県庁内線3622 ）

◇道路維持補修事業（補正額2,004百万円）・河川海岸維持管理事業（補正額227百万円）

港湾災害関連事業（漂着流木等）（補正額20百万円）・漁港災害関連事業（漂着流木等）（補正額320百万円）

至 相馬市

至 福島市

国道１１５号（相馬市東玉野地内）

至 福島市

至 相馬市

[事業箇所]
○事業箇所：国道１１５号（相馬市）外
補 正 額：２，５７１百万円

社川（石川町新屋敷地内） 松川浦漁港海岸（相馬市尾浜地内）


